
大
正
四
年
一
ハ
月
一

l
I雪
柑

郵

便

物

認
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ヰ

E
同
一
円
哩
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(禁

載

輔

肥地限
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統し力強
制 て三党叩

とのの
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業 業 形
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八 神 高

木戸田

芝正保
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叢

書
官

""姐
H
U
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日
境
貿
易
の
整
調
に
つ
い
て

:!.a. 
E冊

塁
率
一
博
士
谷
口
吉
彦

冊

砲
丸

工
業
に
於
け
る
経
営
所
在
地
の
選
定
判
'
経
済
事
士
大
塚
一
朗

日
本
に
於
げ
る
金
魚
替
本
位
制
の
椴
館
経
済
耳
石
松
岡
孝
児

高
民
経
済
皐
と
岡
民
経
済
皐
j
i
-
-
-
:
:
経
消
月
中
士
白
杉
庄
一
郎

n
n
p凡

曲
辰
山
被
村
財
政
の
標
準
形
態
・
:
:
:
;
:
経
費
二
博
士
汐
見
三
郎

出
生
率
の
減
退
と
失
業
問
題

-

J

:

;

・
経
済
皐
士
三
谷
道
麿

fE! 

附

川
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新
着
外
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経
済
雑
誌
主
要
論
題



農
山
漁
村
財
政
の
標
準
形
態

日記-一=目

II~ê 

農
山
澱
村
財
政
の
標
準
形
態

お'

長J

良1)

滋
賀
廓
の
四
笛
村

一
般
に
地
方
財
政
の
改
革
と
云
へ
ば
共
の
範
園
が
頗
る
庚

く
、
特
別
市
制
問
題
や
公
袋
企
業
の
問
題
の
如
き
都
市
財
政
問

題
に
も
燭
れ
ね
ば
た
ら
ね
が
、
現
今
地
方
財
政
改
革
の
中
心
悶

題
と
し
て
は
宇
ろ
農
山
漁
村
の
財
政
を
如
何
に
改
革
す
ぺ
き
か

を
扱
ふ
べ
き
で
あ
る
。

め
、劇

最務
も省
棋は
主答 指包

的方
とp.t
見政
巳調
ぞ整

善春
基金
i言葉
宏の

!時基
牒礎
にと
わす
たる
り矯

一
筒
以
上
選
定
し
己
に
百
三
箇
村
の
財
政
欣
態
の
調
査
を
完

r

し
、
共
の
結
果
が
新
聞
紙
上
に
護
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
内
務
省

の
調
査
は
農
村
の
外
に
山
村
漁
村
養
議
村
に
も
及
ぶ
の
で
る
る

第
四
十
一
巻

五
七
六

第
四
就

一一

か
ら
、
共
の
金
憶
が
出
揃
へ
ば
農
山
漁
村
の
財
政
の
標
準
形
態

が
全
図
的
に
明
ら
か
に
な
る
筈
で
あ
る
。
葱
に
は
範
園
を
滋
賀

膝
に
限
り
農
村
山
村
漁
村
養
輩
村
の
財
政
の
標
準
形
態
を
研
究

し
た
い
の
で
あ
る
。

治
資
腕
は
人
口
に
於
て
全
圏
第
四
十
一
位
(
昭
和
五
年
十
月

一
日
)
、
岡
摘
に
於
て
は
第
一
一
一
卜
七
位
(
昭
和
九
年
十
月
一
日
)
、

園
富
に
於
て
は
第
三
十
三
位
(
昭
和
五
年
末
、
第
三
種
所
得
に

於
て
は
第
三
十
二
位
(
昭
和
八
年
度
)
と
一
エ
ム
地
伎
を
占
め
て
ゐ

る
か
ら
、
先
づ
以
て
釣
合
の
と
れ
て
ゐ
る
豚
で
あ
る
。
管
内

市
二
十
町
百
七
十
七
村
の
中
よ
り
l
|
財
務
設
局
の
意
見
に
従

ひ
|
|
農
村
の
標
準
形
態
と
し
て
は
犬
上
郡
踊
滴
村
を
と
り
、

養
議
村
と
し
て
は
東
浅
井
郡
大
郷
村
を
、
漁
村
と
し
て
は
蒲
生

郡
島
村
を
、
山
村
と
し
て
は
高
島
郡
三
谷
村
を
調
査
す
る
事
と

し
た
。

ーー

人
目
と
経
潰
カ

村
財
政
は
村
民
及
指
導
者
の
気
風
に
左
右
せ
ら
れ
る
事
は
勿

論
で
る
る
が
、
共
の
背
景
を
左
ナ
人
口
及
ぴ
経
済
力
の
如
何
を



無
綱
し
て
は
な
ら
友
い
。
先
づ
こ
れ
ら
四
箇
村
の
人
口
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

昭
和
九
年
末
現
在
に
つ
い
て
人
口
(
及
び
戸
数
}
を
見
れ

ば
、
幅
漏
村
は
ニ
‘
五
五
九
戸
戸
数
五
四
九
)
、
大
郷
村
は
五
、

九
一
(
戸
数
一
、

O
九
八
乃
島
村
は
一
一
、
五
六
二
(
戸
数
五
一
九
九

ニ
谷
村
は
で
三
七
三
(
戸
数
二
八
一
)
で
あ
る
。

専
業
戸
数
が

線
戸
教
に
針
し
て
占
む
る
割
合
を
見
る
に
、

耐
潟
村
は
三
割

七
分
五
厘
が
農
耕
K
従
事
し
、
大
郷
村
は
五
割
二
分
三
麗
が
養

島臣、

=
u
k
H同

J

、

根
↑
↑
山
ド
ゐ
A
V
E
一

i
t

ヨF
，↓
1

3

M

川
王
子
耳
一
主
メ
・
ド
虻
主
主

z
従
事
し
、

巨
μι
中
』
U
-
4
4
t
コJ
d
J
n
u罰

rhy
↓ノ

PLV-J-
一:
I
A
d
-
-
-

ニ
谷
村
は
一
一
割
四
分
九
厘
が
林
業
に
従
事
し
て
ゐ
る
有
様
で
あ

る
。
四
筒
村
に
共
通
し
て
ゐ
る
の
は
農
耕
で
あ
る
か
ら
一
括
し

て
震
村
と
云
ふ
事
が
問
古
来
る
が
、
強
い
て
特
長
を
求
め
る
事
に

よ
っ
て
四
種
に
分
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
四
筒
村
の
年
末
人
口
を
大
正
三
年
、
八
年
、
十
二
年
、

昭
和
二
年
、
五
年
、
九
年
の
六
同
に
わ
た
り
調
査
し
て
第
一
表

を
得
た
の
で
る
る
。

一
雨
漏
村
と
大
郷
村
と
島
村
と
は
静
止
欣
態
を
示
し
て
ゐ
る

が
、
三
谷
村
に
於
て
は
人
口
の
減
退
が
明
瞭
に
あ
ち
は
れ
て
ゐ

農
山
漁
村
財
政
の
標
準
形
態

第
一
衰

年
末
人
口
比
較
表

九五二十八三

年 年 年 年 年 年

稲
満
材

大|

正

昭

手官

品、五九四一
一一、回円入

一一、回四回
二、四一
E

一一、五回
E

ニ、五一元

大
郷
村

玉、き
Z
A

玉、きハ肯

耳

J
一
四
八

五、一二九
五、口塑一

玉、一九

.島

ニ、六人
λ

ニ、五一支
エ、六六日一

一一、六九三
一一、円一章

二、五三 村

三
谷
村

一、人同
一、
A
G
A

一

一、九ロ一回

一、囲内-一

一、四一ハ一

一
、
豆
吉
一

る
。
我
闘
は
世
界
有
数
の
人
口
増
加
酬
と
一
玄
は
れ
て
ゐ
る
が
、

ーー ，

a
L
'
l
i
i
F
:
1
1
:
;
E
E
-
-
'
〉
;

'
=
1
、
3
T
l
e
a
q
p
J
I
司王
P

R

Z
斗

d
-
d
u
I
t
f
L
h
d
〆
噌
ヲ
与
電
て
者
E
7。

、命4
s
u
d
u
J
4
=
κ
ν
n
u
z
v
t
J
A白
血
町

1
u
J
Z
E
Z
Y

‘一心‘、、
2
1
3
・
4

-
突
に
四
筒
村
の
経
済
力
を
調
べ
て
住
民
の
租
税
負
権
能

力
を
研
究
す
る
資
料
と
し
た
の
で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
農
林
省

統
計
報
告
規
則
、
商
工
省
統
計
報
告
規
則
、
府
燃
の
報
告
例
等

に
よ
り
調
査
報
告
せ
る
生
産
額
を
農
耕
産
、
費
繭
産
、
音
産
、

工
産
陀
分
類
し
、
第
二
表
を
得
た
の
で
あ
る
。

林
産
、
鏑
産
、

大
郷
村
の
百
十
九
高
闘
が
第
一
に
位
し
、
稿
潟
村
の
三
十
七
高

園
が
第
二
位
に
、
島
村
の
二
十
二
寓
園
が
第
三
位
に
、
三
谷
村

の
十
四
寓
闘
が
第
四
位
に
友
っ
て
ゐ
る
。
向
大
郷
村
の
工
産
は

天
鷲
械
工
業
で
る
り
、
島
村
の
水
産
は
神
/
島
の
漁
業
で
る
り
、

第
四
十
一
巻

五
七
七

第
四
披

一一ー



農
山
漁
村
財
政
の
標
準
形
態

島
村
の
錨
護
は
沖
y
島
の
石
材
切
り
出
し
で
あ
り
、
三
谷
村
の

林
産
は
炭
焼
業
で
あ
る
。

(
昭
和
八
年
)
(
図
)

一
組
界
一
犬
引
司
り
d
則一

産
一
一
八
九
、
九
一
立
回
三
、
四
八
丘
一
三
、
実
旦
美
、
五
回
一

旦
一
一
一
、
一
七
八
一
一
一
吾
、
完
封
一
一
、
豆
三
、
一
一
品

目
一
人
、
一
一
一
一
目
、
一
一
三
十
一
日
七
一
一
一
一
一
十
一

産
一
コ
一
亘
回
目
、
昌
三
一
一
三
、
口
入
八
一
金
=

産

一

ー

一

l-
一

回

三

豆

」

産
一
空
一

J5-
豆
、
五
六
人
一
三
一
、
入
園
長
一
回
[
4

J
U
E
割引
E
E到
引
む

ILEI--r1lILlit--ri--L 

人
口
の
揚
合
と
同
じ
と
農
耕
が
生
産
額
の
大
部
分
を
占
め
て

ゐ
る
が
、
幅
浦
村
で
は
農
耕
以
外
に
日
ぼ
し
き
も
の
が
た
〈
、

大
郷
村
で
は
養
露
よ
り
柑
開
業
し
た
る
天
鷲
械
工
業
と
養
鐙
と
が

相
営
の
地
位
を
占
め
、
島
村
で
は
農
耕
に
水
産
が
尖
担
宮
、

第
二
表

表

生

産

額

ヱ鎖ァ'K 林幸 ~~r 農

市j緋~，'t 

三
谷

村
で
は
林
産
が
農
耕
に
-
次
い
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
農
耕
を
基
調

と
し
共
れ
に
質
繭
、
水
産
、
林
業
が
加
は
っ
て
ゐ
る
所
に
共
の

特
徴
を
護
見
す
る
事
が
出
来
る
。

然
ら
ば
四
筒
村
の
住
民
は
此
等
産
業
に
従
事
し
線
生
産
額
の

第
四
十
一
巻

第
四
務

一一-一四

五
七
八

中
よ
り
幾
許
の
所
得
を
得
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
、
更
に
そ
の
他

の
方
面
よ
り
幾
許
の
所
得
を
得
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
、
第
三
表

に
於
て
は
戸
数
割
の
費
力
算
定
模
準
た
る
所
得
額
(
老
幼
そ
の

他
を
控
除
し
た
る
も
の
)

を
と
り
各
所
得
階
段
別
に
属
ず
る
村

民
の
数
を
示
し
た
の
で
る
る
。

ム
へ
樫
昼
過
、
三
ヱ
コ

ζ
ι
'↓
一

rヨ
問
団
吋
内

斗
/
凪

H
，
訂
『
示
酔
d

v

二
一
-
一

I
同
医

i

，E
f
t
a
F旨

z
'
t
;
3司
》

》

〉

ト

i
h
V
4
7
二
E
ι
p
lヨ
号
、
直
:
相
a
k
ノ
同
二

T
に
灼
特
陪
紹
K
H躍
す

Z
4
H
い
し
均
一
二
小
型
乃
和
唱
喜
和
、
a
F
H
'

以
上
の
所
得
階
段
に
属
す
る
も
の
は
第
三
種
所
得
税
を
負
婚
す

る
か
ら
、
前
者
を
太
字
に
℃
一
示
し
、
後
者
と
区
別
す
る
事
ム
」
し

?と

第
三
義

村
氏
の
所
得
階
段
別
表

(
昭
和
九
年
度
)

長二千 千八王三百

園そ 千五二 百 百 百 五

計超国百百困困困十

2以困固以以以園一
以 以 以

村漏満

一五、 .=.. - aE -:= ;九~~ 室'"ι 

:犬
郷
村

島

一君、 ""-'" 区a -cD JCコ、 4包~ ::八句 君E箇己
村

会
一一村谷

一一"-'"芸喜田 M 



第
三
表
に
よ
る
と
第
三
種
所
得
税
免
税
賠
以
上
の
戸
数
が
全

負
捨
、
積
立
金
又
は
法
本
財
産
造
成
費
、
北
ハ
の
他
に
分
っ
と
次

戸
数
に
占
む
る
割
合
は
繭
満
村
に
於
て

0
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、

大
郷
村
に
於
て
四
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
島
村
に
於
て
一
一
二
ニ
メ

1

セ
ン
ト
‘

谷
村
に
於
て

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
ゐ
る
。
全

固
に
於
け
る
昭
和
八
年
の
卒
均
数
字
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
(
絶
戸

数
一
二
.
九
八
一
、
=
二
七
戸
の
中
で
第
二
種
所
得
税
納
税
戸
数

は
五
六
九
u

五
八
九
戸
)
と
比
較
す
る
と
、
大
郷
村
を
除
き
い
づ

れ
も
僅
少
で
あ
る
。

と
ル
ら
凹
笥
刊
に
八
比
亡
も
時
見
計
帥

η
詮
乃
仔
ず
る
事
式
勿
論
一
行

i
l
i
-
-
J
!
4
{
-
t
:
-
l
 

あ
る
が
、
村
民
の
殆
ん
ど
大
部
分
の
所
得
が
千
二
百
闘
以
下
と

云
ふ
同
じ
様
た
小
所
得
に
集
中
し
て
ゐ
る
。

経

費

の

到、

析

滋
賀
勝
四
筒
村
は
か
〈
の
如
き
人
口
構
成
を
と
り
、
か
く
の

如
き
経
済
力
を
基
礎
と
し
て
財
政
を
替
む
で
ゐ
る
。
先
づ
村
の

経
費
の
分
析
を
試
み
更
に
村
の
牧
入
を
研
究
す
る
。

経
費
を
教
育
費
、
土
木
費
、
衛
生
費
、
勧
業
費
、
祉
曾

事
業
費

悪事
詩零
財曾
政議
o 費
刷、

警警

福襲
公
債
費

諸
税
及
てF

の
第
四
表
を
得
る
の
で
あ
る
。

其本積諸公普合主

:債備議場1業日育 I!
f也費某槍費賀究資質費費費費

ー|頑
一一一 五 回一!滴

呈重吾害喜 li主主主活室皇|村
日 ニ二一一ー一一一一一一一lーー一寸

大
揮目
村

言十

経
費
の
目
的
別
表

穴
、
D
h口

(
昭
和
九
年
度
)

=()、一一宗ニ一

玉、
Z
回
生

一一ニ五一一一五口一
耳
?
八
三

、、ョコ回-

E

J

A

三
-

一
、
己
九
六

ニ一」一ハ回ニ国口占
国
八
一
=

三、国一一

フ・ミ ドヨ -ーを2、、、.、、一
区司 ー，、 三民三丘"""ノ"- cコ Z句 l士ト

I ニニノ、". 三己ぐっ三三~~ :;.'屯 l中』

五 l 一四昭盟三塁」ヨJ 一一>"<，... 1-"-1 

三
谷
村

占つ一、五一一占

，tt 
芸品、五五一唱

八
、
』
苫
〔
)

E
U屯
{
)

六
両

間
七
{
〕

ノ、 - 亘書

I /、 lニ二三三 こ二""'"巳一一品ー -1;;; (::::J L孟邑..!~ヰ」己品目亘~:::5_，;二

第
四
表
を
見
る
に
経
費
綿
額
に
於
て
大
郷
村
、
島
村
、
阪
浦

村
、
三
谷
村
の
順
序
を
と
り
、
第
二
表
の
生
産
額
表
の
順
序
と

類
似
し
た
傾
向
を
と
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

更
に
経
費
を
目
的
別
に
観
察
す
る
に
、
犬
榔
村
が
事
校
建
築

第
四
十
一
巻

五
七
九

第
四
時
揃

五



農
山
漁
村
財
政
の
標
準
形
態

の
潟
め
に
多
額
の
公
債
費
を
支
出
す
る
外
は
、
教
育
費
が
特
に

F舗
を
占
め
て
ゐ
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
教
育
費
は
尋
常
高

等

製
校
費
と
育ー
年
事
校
受

賞
業
補

車
校
費
と
青
年
fi!ll 
練

所
費
)

と
共
他
各
種
の
項
目
と
よ
り
た
っ
て
ゐ
る
が
、
此
等
の

項
目
の
中
で
最
も
重
要
友
る
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
の
は
苓
常
小

印
字
校
級
品
俸
給
で
る
る
。
第
伍
表
に
は
舵
費
綿
翻
と
教
育
費
と

尋
常
小
島
十
校
教
員
俸
給
と
の
一
一
一
者
を
寅
教
と
比
率
と
で
示
す
事

と
し
た
。

第
五
衰

教
育
費
比
較
表

一
箱
満
村
一
大
郷
村
一
島

(

イ

)

賓

数

(

園

)

経
費
総
額
一
ニ
八
、
口
室
室
、
至
宝
孟
、
歪
主

教
育
費
一
二
、
回
=
一
三
一
己
、
z
三
宅
、
六
六
六
一

尋
常
小
昼
校
教
員
俸
給
一
一
九
、
九
星
三
、
九
童
九
三
六
八
一

(

ロ

)

比

率

(

%

)

経

費

総

額

一

一

呈

教

育

費

一

旦

尋
常
小
畢
校
教
員
俸
給
一
一
五
一

村
一
=
一
谷
村へん一

z

一

入
、
占
口
〔
国

六
、
七
円
高

二二 三呈 Cコ
ーー 三主主 亡コ

=-"玉 Cコ
'" cコ Cコ

教
育
費
は
隔
潟
村
と
大
郷
村
と
で
は
綿
経
費
の
三
四
割
事
で

-
あ
る
が
、
管
内
の
安
訟
の
不
便
た
島
村
と
三
谷
村
と
で
は
五
割 ，iz g  

第
四
十
一
巻

五
八
O

第
四
時
制

二
ユ
大

内
外
と
た
っ
て
ゐ
る
。
又
尋
常
小
島
・
校
教
員
俸
給
の
占
む
る
比

率
は
幅
減
村
と
大
郷
村
と
で
は
二
割
台
で
る
る
が
、
島
村
井
」
三

谷
村
と
で
は
三
割
内
外
に
な
っ
て
ゐ
る
。
四
筒
村
の
財
政
に
於

て
、
教
育
費
特
に
尋
常
小
聞
学
校
教
員
俸
給
が
少
友
か
ら
ざ
る
経

貨
を
示
し
て
ゐ
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。

上
迅
の
村
粧
品
武
の
外
に
郎
解
協
議
費
の
存
在
す
る
事
吃

忘
れ
て
は
友
ら
ぬ
。
幅
満
村
は
七
部
落
(
西
今
、
竹
ク
襲
、
宇

尾
、
野
瀬
、
戸
賀
、
卒
田
、
小
泉
)

に
分
れ
、
大
郷
村
は
十

部
落
(
細
江
、
曾
枚
、
錦
織
、
落
合
、
難
波
、
新
居
、
野
寺
、

八
木
務
、
大
顔
、
中
油
田
、
商
務
、
川
選
)
に
、
島
村
は
七
部
落

{
北
津
田
、
奥
島
、
園
山
、
白
王
、
中
之
庄
、
沖
ノ
島
、
長
命
寺
)

に
、
三
谷
村
は
九
部
落
(
保
版
、
天
増
川
、
杉
山
、
椋
川
、
途

中
谷
、
角
川
、
遁
分
、
南
生
見
、
北
生
見
)
に
分
れ
て
ゐ
る
。

此
等
各
部
落
が
部
落
協
議
費
と
し
て
支
出
し
た
る
経
費
を
事
務

所
費
、
合
議
費
、
土
木
費
、
教
育
費
、
衛
生
費
.
枇
合
事
業
費
、

神
枇
費
.
寺
院
費
、
勧
業
費
、
諸
税
及
負
携
、
寄
附
補
助
、
警

備
費
、
兵
事
諸
費
、
水
利
費
、
財
産
費
、
共
他
に
分
っ
て
第
六

表
を
得
た
の
で
あ
る
。



第
六
表

部
落
協
議
費
目
的
別
表

事

務

所

費

曾

議

費

土

木

費

教

育

費

衛

生

費

社

曾

事

業

費

其財7K兵警寄諸翻I 寺!神

事附税
産草$‘備 及業院社

諸補負

イ也費費費費 i型I槍費!実費

言十

市高

潟
村

大
郷
村

四
七
=
一

一一
τ
一

八円九一
一亙=一一

回

七
四
回

、Z六
回

一
五
回

ニ己一二
屯

戸
昭
和
九
年
度
)

.島

村

谷
村

ヨE
Cコ

一 室 二 一 己
主コ= 3昆弓毛~

一、白ニ一一戸

エ、口一一ハ一四一一一
」一二一ヒ

一、三回ご一
九
口
四

回
六
豆

一一一E
-

一、一屯

二三 区笥-戸玉、 7t.
Z乙 =，.. 長一己

一
六
ん

堅g
三氏ヨ五
ヨ百 cコ l 

回

-n唱

二
、

A
A五

回一一
ι

国
単
品

-否ニ(リユロ一
軍

人口
一
八
二

、
三丘一
2守

一

か
く
て
部
落
協
議
費
は
村
の
経
費
綿
額
の
一
一
割
乃
至
二
割
を

占
め
る
に
過
ぎ
友
い
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
各
種
の
協
議

、
費
を
推
定
す
る
事
が
出
来
る
か
ら
、
全
部
を
合
計
す
る
と
相
営

農
山
漁
村
財
政
の
標
準
形
態

の
金
額
に
上
る
の
で
あ
る
。
部
落
協
議
費
を
狭
義
に
解
ず
る
時

は
部
落
民
が
一
穫
の
公
課
と
し
て
負
権
す
る
も
の
の
み
を
包
含

す
る
様
で
あ
る
が
、
庚
義
に
之
を
解
す
れ
ば
部
落
の
支
出
た
る

以
主
は
凡
て
之
を
包
含
す
ぺ
く
共
の
財
源
が
公
課
た
り
や
帯
附

た
り
や
又
は
部
落
有
財
産
の
牧
袋
た
り
や
を
聞
は
な
い
の
で
る

る
。
第
六
表
に
現
は
れ
た
る
所
は
頗
る
多
岐
に
わ
た
り
、
或
時

は
部
落
協
議
費
を
狭
義
に
解
し
或
時
は
部
落
協
議
費
を
成
義
に

解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
忠
れ
ら
れ
た
る
問
題
で
あ
る
が
、
村

の
財
政
を
槻
山
岡
山
ず
冶
僚
に
は
是
非
共
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
必
泌

が
る
る
。

回

牧

入

の

分

析

滋
賀
牒
四
箇
村
の
経
費
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
更
に

歩
を
進
め
て
之
が
財
源
を
究
め
ね
ば
た
ら
ね
。
滋
賀
牒
の
村
の

全
櫨
に
つ
い
て
考
へ
て
見
て
も
、
最
も
重
要
な
る
牧
入
は
村
税

で
あ
り
之
に
績
く
も
の
は
義
務
教
育
費
闘
庫
下
渡
金
で
あ
る
。

先又
づ部
村落
税↑泌
を議
論費
じ共
、他

義の
務公
教課
育 も
費之
闘を
f華却時
下腕
渡し
金得
に左
う ν、
そコ 。
り夜
、に

最は

-
第
四
十
一
巻

"3i. 
ノL

第
四
球

一
三
七



農
山
漁
村
財
政
の
標
準
形
態

後
に
部
落
協
議
費
共
他
の
公
課
に
鰯
れ
る
事
と
す
る
。

第
四
十
一
巻

五
八

第
四
披

一
三
八

村
財
政
の
建
前
か
ら
云
へ
ば
村
税
の
み
を
調
査
す
れ
ば

費
と
を
通
じ
て
間
按
国
税
の
負
携
が
寧
ろ
直
接
国
税
を
凌
ぐ
揚

よ
い
誇
で
る
る
が
、
村
氏
の
負
捨
に
障
す
る
と
云
ふ
賭
に
於
て

は
結
局
同
様
に
・
な
る
か
ら
、
脱
税
及
び
直
接
園
枕
を
調
査
す
る

合
の
多
い
の
を
稜
見
す
る
の
で
ち
る
が
、
遺
憾
友
が
ら
之
を
略

し
た
の
で
あ
る
。
第
七
表
は
各
種
租
税
の
調
定
額
を
昭
和
五
年

事
い
と
し
た
。
農
村
の
現
欣
よ
り
せ
ば
、
捕
の
消
費
と
熔
草
の
油
田

度
と
昭
和
九
年
度
と
の
二
同
に
わ
た
り
比
較
し
た
も
の
で
あ

直
接
国
税

豚

枕

其所地

さ菩ム

員l の f昇

其替雑家特地

租

附

加

別

地屋種業の
計

官
民
脚
』
」

h
R

1

d

E

 

i
l
b
i
:
I
r
E
 

省
羽
荘
移
調
耐
え
和
博
士
払

霜
唱
、
三
一
剖

六一実
一五七

八
、
岡
山
吉 漏

キf

「
和
五
年
度
一
昭
和

ι利
五
年
度
一
昭
和
九
年
度
一
昭
和
五
年
度
一
昭
和
九
年
度
下
五
年
度

V
Z
L

一

三

国

一

一

一

一

五

一

一

一

λ
、
E
U
2ハ

耳

、

一

=

一

」
M
n
〈
八
一
、
口
一
(
一
一

エ
、
六
一
一
一
一
、
六
一
人
-

六、一
E

夫
人
ニ
、
ニ
ロ
八
一

喜

一

一

ニ

占

六

一

E
三

八

ユ

エ

=

一

一

九
、
ニ
一
口
一
、
吾
一
呈

回
、
美
一
回
、
己
主
一

大

、美『ハロANA八

回
、
一
五

己
、
七
五

一
、
九
八

五
、
口
八
四
一

耳
、
八
七
-

五
二
-

完

-

唱
、
九
九
九

耳
、
-
会 る。

内、へ
Z
べ

六一一亘一
九
五
回

入
、
回
口
=

品
、
一
人

ニ
J
豆
さ

阜
、

DEE--

玉
、
八
一
口
一

一一一七九一
占角田一

=
一
、
回
主
一

3句、
ー一= 
三三

一
島

園
、
四
七
宍

丸
山
Z

-一一八

五
、
六
人
占

ー一 三三一a 三五、 、、、
-与 Z匂ニエ亡コノ、3'i. Cコ
Z 一一山一円=-."‘< ，.. 亡"匂る元一

豆、
ノ、-
Cコ

村回
、
八
一
室

内
凡
さ

-、屯入国一

旦、一

E
=

一実一
三回九一

口、九一一己
-
E

一、八九八

一
、
主
-

内
角
口

八
一
-

丸
山
一

吾一右手

回、
U
4
一一

一、
三三与

写~. 谷

村
老人

平

山

[

人
宏

九
五
[

七回一

-
1
0

一一品
一回
A

一

〔

豆
、
式
売

て
一
八
占



村

稔

岨
官
業
牧
金
積
附
加
枕

家

屋

税

附

加

稔

替
業
務
附
加
積

雑
種
積
附
加
積

戸

数

割

其

他

百十

合

九五
-
u
a
A
 

一き

一、四一一--

A
J一
月
内

一五、口口証

。|四人一

五 l占 豆Z丸一口

えI~ I三五主主主皇主

骨一、六司会

E
:
E
F
1
7
F
5
:
え
f

z

t
、
生
Z
華
日
々
司
，
f
こ
永
、

須

t
劫
'
査
員
t
角
-
何
気
+
ぐ
同
司
ト
れ
村
山
彦
市

E
E宇
ド
ル
内

て
組
税
負
携
額
が
昭
和
五
年
度
よ
り
昭
和
九
年
度
に
か
け
て
減

少
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
智
正
注
目
す
べ
き
事
は
|
|
隔
浦

村
の
昭
和
五
年
度
を
除
き
l
l
村
税
が
第
一
位
を
占
め
、
厭
税

之
に
つ
ぎ
、
直
接
図
税
が
最
も
少
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
注
意

ず
べ
き
は
直
接
国
税
の
中
で
地
租
が
豆
額
を
占
め
、
共
他
の
租

挽
は
極
め
て
僅
少
で
あ
る
事
で
あ
る
。
而
し
て
三
谷
村
の
如
き

ば
昭
和
九
年
度
に
全
く
所
得
枕
を
納
め
て
ゐ
な
い
。
又
共
の
地

租
に
し
て
も
課
税
標
準
を
地
債
上
り
賃
貸
債
格
に
饗
更
せ
し
結

果
と
し
て
非
常
に
減
少
し
て
ゐ
る
。
郎
ち
直
接
圏
枕
の
負
捨
友

る
も
の
は
、
滋
賀
豚
四
筒
村
に
つ
い
て
は
大
し
た
問
題
で
は
左

農
山
源
村
財
政
の
標
準
形
態

五九(〕一

回、口-一孟

一』官、
Z
A
h

=
一
、
六
=
=

z
z
d
A
A
 

主
、
完
一

一一一日
中劃一

一口起
点
瓦
回

一屯一

ニ、入ロハ

一七、圭一室回九

ニ
凶
、
六
九
回

目一

4
一ニ一

一一一-一
八
九
-

一
回
-

ニ、山
Ez-

-阜、Z
A
-

回豆一一A=
A
Z
宝

玉
、
主
亙

六
日
吉
一

ヨ丘、一ニ、間五口

〈
、
閣
枕
と
し
L

て
は
窓
了
。
間
接
国
税
の
方
が
重
要
と
な
っ
て
ゐ

る
。
第
四

K
蘇
税
で
あ
る
が
地
租
附
加
枚
友
特
別
地
税
と
酬
明
稔

税
と
家
屋
税
と
が
重
要
で
あ
る
。
雑
種
税
に
つ
い
て
は
種
々
批

難
も
あ
る
が
相
営
の
財
源
を
資
ら
す
貼
に
於
て
は
無
鵡
す
る
を

得
な
い
。
第
五
に
村
税
に
つ
い
て
は
戸
数
割
が
絶
封
的
に
大
友

る
事
で
あ
る
。

ーー

村
役
牧
入
と
な
ら
ん
で
重
要
友
る
は
補
助
金
牧
入
で
あ

る
。
各
種
補
助
金
の
中
で
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
措
法
に

よ
る
経
常
的
補
助
金
と
市
町
村
立
等
常
小
副
学
校
臨
時
図
庫
補
助

法
に
よ
る
臨
時
的
補
助
金
と
が
最
高
額
を
占
め
て
ゐ
る
。
此
等

補
助
金
の
本
来
の
目
的
は
市
町
村
立
尋
常
小
島
ナ
校
教
員
の
俸
給

第
四
十
一
巻

ヨt
ノ、

第
四
波

九



農
山
漁
村
財
政
の
標
準
形
態

に
要
す
る
経
費
に
充
つ
る
に
存
し
、
市
し
て
村
財
政
と
し
て
は

小
製
校
教
員
の
俸
給
に
よ
り
京
一
腰
を
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

財
政
上
之
を
注
目
せ
ね
ば
左
ら
ね
。
第
八
表
の
A
は
経
常
的
補

助
金
で
あ
り

B
は
臨
時
的
補
助
金
で
あ
り
、
此
等
の
補
助
金
を

D
の
尋
常
小
皐
校
教
員
俸
給
で
除
し
て

E
の
北
率
を
符
た
の
で

あ
る
。

ー
‘

t

冒
.F
軍

義
務
散
育
費
回
庫
下
波
金
表

、3
1
L
Z
A
E〆

戸
川
町
名
桐
」
山
川
釘
‘
d
β

、

E D C B A 
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踊
浦
村
が
俸
給
の
五
割
一
一
分
の
補
助
を
受
け
て
ゐ
る
の
を
最

低
と
し
、
三
谷
村
が
俸
給
の
七
割
八
分
の
補
助
を
受
け
て
ゐ
る

の
を
最
高
と
す
る
。
此
等
の
経
常
的
補
助
金
及
び
臨
時
的
補
助

第
四
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四
披
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四

金
に
よ
り
四
筒
村
財
政
は
相
首
の
徐
裕
を
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
る
誇

で
あ
る
。

最
後
に
部
存
協
議
費
共
他
の
公
課
に
つ
き
一
言
ず
る
。

部
落
協
議
費
の
負
強
及
る
も
の
は
村
に
よ
り
異
り
、
更
に
使
途

の
如
何
に
よ
り
具
り
千
差
高
別
で
あ
る
。
人
頭
割
な
る
も
の
あ

り
、
所
得
制
な
る
も
の
あ
り
、
各
戸
平
等
剖
な
る
も
の
あ
り
、

ι
ヘ
ム
〆
故
才
、
之
江
町
亡
仕
つ

t
bり
b
o

-

d

一
J
J
I
-
-

ー
:
;
，
l

;
・・

1

11世
?等
協
議
~Ilt 
(1) 

タト
↓に

~L::

i l1~， 

に
類
す
る
も
の
と
し
て
村
長
曾
、
耕
地
整
迎
組
合
、
畜
産
組
合
.

普
通
水
利
組
合
、
水
害
暗
闇
防
組
合
、
養
鑑
賞
行
組
合
、
農
事
賞

行
組
合
、
養
鶏
組
合
に
闘
す
る
経
費
が
存
し
て
ゐ
る
。
然
し
此

の
方
面
に
つ
い
て
は
全
〈
調
賓
が
行
局
か
や
帰
来
の
研
究
を
必

要
と
す
る
の
で
る
る
。

概

五

観

滋
賀
牒
の
四
箇
村
は
先
づ
以
て
標
準
的
の
村
で
る
る
。
非
常

た
富
裕
村
で
も
ゑ
く
、
叉
非
常
に
苦
し
い
村
で
も
友
く
全
国
の

平
均
を
一
示
す
も
の
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。
農
村
繭
瀬
村
は
米
領

安
に
苦
し
み
、
養
議
村
大
郷
村
は
養
霞
不
振
に
苦
し
み
山
村
三



谷
村
に
至
つ
て
は
炭
焼
業
の
行
き
つ
ま
り
を
来
し
一
部
落
狭
山

を
突
っ
た
程
で
あ
る
。

こ
れ
に
比
較
す
る
と
漁
村
島
村
は
大

L

た
費
動
を
受
け
て
ゐ
左
い
。
最
近
最
気
の
快
復
に
件
ぴ
他
日
の

飛
躍
を
志
ざ
し
て
ゐ
る
黙
に
於
て
は
各
村
と
も
に
共
通
し
て
ゐ

る
。
但
し
人
口
の
静
止
欣
態
又
は
減
少
状
態
は
之
を
防
ぐ
事
が

出
来
な
い
か
も
知
れ
た
い
。

村
の
経
費
は
殆
ん
ど
教
育
に
投
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
教
育
費
を

捻
出
す
る
矯
め
に
如
何
に
村
営
局
が
苦
心
し
て
ゐ
る
か
.
更
に

議
努
品
肌
宵
輔
副

h

車
ド
変
訟

E
l
o
-
-
4
9同
士

u
t
u
z
:即
刻

-r-「

d

rap--吋
hvdeft
‘

4
f
t
p
百
A
'
b
，
ζ
J
t
4
t
b
V可

H
J
勺

'd

る
か
は
想
像
に
難
く
た
い
。

租
税
負
捲
に
つ
い
て
見
る
に
最
近
の
地
租
改

E
以
来
は
直
接

関
税
は
殆
ん
ど
問
題
で
友
く
左
り
、
村
税
、
特
に
戸
数
刻
が
草

感
と
な
っ
て
ゐ
る
。
戸
数
割
が
地
方
財
政
に
占
む
る
地
位
は
筑

を
重
要
で
あ
る
。
租
税
負
擦
と
し
て
は
普
通
に
図
枕
と
府
線
検

と
市
町
村
税
と
を
考
ヘ
て
ゐ
る
が
、
部
第
協
議
費
共
他
の
公
課

の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
ね
。

滋
賀
鯨
問
筒
村
は
苦
し
い
な
が
ら
も
健
全
財
政
主
義
を
奉
じ

て
ゐ
る
。
然
る
に
最
近
に
至
り
「
節
約
を
す
る
よ
り
も
出
来
る

出
生
率
の
減
退
と
失
業
問
題

だ
け
多
く
村
債
を
募
っ
て
経
費
を
膨
脹
し
、
近
く
来
る
べ
き
イ

ン
フ
レ
l
シ
ヨ
ン
に
依
っ
て
村
債
を
解
消
す
る
方
が
得
策
で
あ

る
」
と
云
ふ
考
へ
方
が
地
方
に
流
布
せ
ら
れ
村
民
の
頭
を
か
た

り
悩
ま
し
て
ゐ
る
の
で
め
る
。
貨
は
意
想
外
の
事
で
あ
っ
て
園

家
破
産
的
の
此
種
の
考
へ
方
の
流
布
に
謝
し
て
は
溜
営
な
る
方

策
を
講
じ
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。
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